
東松山市立小・中学校適正規模審議会
の審議経過報告
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資料 1



方策実施に向けたスケジュール（ご報告）
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現在、対象となる保護者や地域の皆様との、東松山市立小・中学
校適正規模審議会の審議状況の報告会や学校適正規模に係る意
見交換は、十分な話し合いが行えていません。

昨年１２月に開催した審議会におきましても、委員から令和６年度
の方策実施は早急ではないかとのご意見や、保護者や地域の皆
様と十分な意見交換が必要であるとのご意見をいただいています。
おります。

これらを総合的に勘案し、小学校第二地域の答申、適正規模推進
計画の方策実施年度を先送りとする判断をしました。



第３回審議会議事等（令和３年１２月２４日（金）開催）

小学校第二地域

・「審議会の途中経過報告会」の結果報告（資料２）

・方策協議
統合・再編

通学区域の見直し

特認校制度（学校選択制）

小中一貫教育
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なぜ、学校適正規模は必要なのか
（～教育的な視点～）

・学校は、今後子供たちが社会で生きていくために、多様な

人間関係を育むための学習集団を構成できる規模である

必要がある。

・学校は、社会に出た時に、子供たちの力が発揮でき、社

会性を付けていくために、活動できる一定規模の児童生徒

の集団が確保されていることが望ましい。
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児童数、学級数の推移・推計資料
令和３年度～令和９年度 小学校第二地域（R3.5.1現在）
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第３回審議会方策協議で確認したこと

小学校第二地域

・特認校制度・小中一貫教育はふさわしくないこと

・推計資料から、松山第二小学校と大岡小学校が

「統合・再編」した場合、適正規模となり継続していくこと、

また市の川小学校は当面、単独で適正規模が継続する

こと
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第３回審議会方策協議まとめ

小学校第二地域

・統合・再編を基本として、一部通学区域の見直しを検討

する
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